
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年4月8日発行 
朝霞市立朝霞第五中学校 

 

〒351-0031 朝霞市宮戸1580 HP http://www.asakadai5chu.city-asaka.ed.jp 
TEL 048(471)2236  FAX 048(476)1328  E-mail  5chuu@asaka-c.ed.jp 

朝五中だより 

令和３年度のスタートにあたって 

校長 鈴木 香織 

保護者の皆様、お子様のご入学、そしてご進級誠におめでとうございます。４

月８日、校庭の木々や草花が咲き誇る中、令和３年度入学式・始業式を無事に挙

行できましたこと、心より感謝申し上げます。まだ、新型コロナウイルス感染拡

大が終息していないため、入学式の参加人数を制限させていただきましたが、多

くの保護者の皆様にご参加いただき誠にありがとうございました。 

新入生１２２名を迎え、全校生徒３７０名、学級数１２学級で令和３年度の朝

霞市立朝霞第五中学校の教育活動がスタートしました。 

この度、前任の原口 憲充 校長先生の異動に伴い、４月より新たに校長とし

て着任いたしました 鈴木 香織 と申します。全校生徒３７０名の大切なお子

様をお預かりし、お子様の健やかな成長のために、精一杯努力して取り組んでま

いりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

今年度から、中学校では、新学習指導要領全面実施となり、子供たちの育てる

資質・能力を「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力・

人間性等」の３つの柱を中心として育成していきます。学び方についても、子供

たちが「何を学ぶのか」ということに加えて、学んだことを生かして「何ができ

るようになるか」ということを重視してまいります。 

また、昨年度末に、生徒一人一台のタブレット端末やWi-Fi環境が整備されま

したので、ICT機器などを効果的に活用し、生徒が活発に意見や考えを表現でき

る学習環境を整え、生徒一人一人の学力を伸ばしていきたいと考えています。 

そして、新型コロナウイルス感染により、先行きが見通せない状況ではありま

すが、学校・家庭・地域が連携して、夢や希望を抱き、たくましく生き抜く力を

持つ生徒を育んでいきたいと 

いう願いを込めて、本校の学 

校教育目標、目指す学校像及 

び目指す生徒像を右のように 

定め、教職員一同全力で取り 

組んでまいります。 

どうぞよろしくお願いしま 

す。 

〔学校教育目標〕 

・進んで学習する生徒 

・人の気持ちがわかる生徒 

・自ら体を鍛える生徒 

〔目指す学校像〕 

家庭・地域とともに育む信頼される学校 

〔目指す生徒像〕 

 夢の実現に向かって学び続ける五中生 



4月の行事予定（卯月）April 

日 曜 行 事 予 定 日 曜 行 事 予 定 

１ 木 春季休業日 16 金 
金①②③④⑤   保護者会（学級懇談有り） 

保護者代表連絡会 

２ 金  17 土  

３ 土  18 日  

４ 日  19 月  

５ 月  20 火 ポリッシュアップ清掃 

６ 火  21 水 
内科検診9:00～13:30～  

各種委員会（体育祭係別会議） 

７ 水 準備登校 22 木 尿検査１日目 

８ 木 始業式・入学式 23 金 尿検査２日目 

９ 金 ①写真②身体測定③学活④学活１年聴力検査 24 土 ステップアップ教室 

10 土  25 日  

11 日  26 月 １年本入部 

12 月 ①教科書配布②③④学活 ①②３年聴力検査 27 火  

13 火 
給食開始 ①～⑤学年授業 

⑥生徒会オリエンテーション  １年仮入部開始 
28 水 ⑥交通安全教室        チャレンジ学習 

14 水 
①～⑤学年授業 ⑥避難訓練 

各種委員会（第１回）       自転車点検 
29 木 昭和の日 

15 木 第Ⅰ期時間割開始 30 金  

 

＜５月の主な行事＞   １日（土） 土曜参観・部活動保護者会・保護者代表連絡会総会 

            ６日（木） 振替休業日（５／１分） 

     １１日（火） 埼玉県学力学習状況調査 

２２日（土） 体育祭 

           ２７日（木） 全国学力学習状況調査 

３１日（月） 中間テスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご存知ですか 就学援助制度】  

 経済的理由でお子さまの教育機会が失われないよう、学用品費の一部や給食費等を援助する制度です（所得 

要件等あり）。  

令和３年度の申請は４月から受け付けます。お子さまを通じて案内チラシを配付しております。 

申請書類の入手方法等、詳しくは、市役所教育管理課までお問い合わせください。  

 

【教育管理課】048-463-0793 


